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取締役会

代表執⾏役

情報開示統括責任者 ※2
（最高財務責任者）

付議 ※1

報告協議

[ 情報開示体制 ]

国内⾦融商品取引所 （最高財務責任者）
インベスター・リレーションズ部

関連部門
財務・経理部門（業績関連）

各部署（業績関連以外）

報告確認

※1  情報開示を⾏う情報のうち、取締役会決議が必要なものを付議します。
※2 情報開示統括責任者は重要情報を⼀元的に管理するとともに、開示すべき時期、内容、⽅法等を必要に応じ

関係者と協議の上決定し、開示を承認します。

国内⾦融商品取引所

承認・情報開示
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